
ダ
ブ
ル
・
デ
ィ
ッ
プ
と
は

国
際
課
税
の
世
界
に
は
、「
ダ
ブ
ル
・
デ
ィ
ッ
プ
」
と
い

う
専
門
用
語
が
あ
る
。
各
国
の
法
人
税
制
の
差
を
利

用
し
て
、
同
一
の
支
出
に
つ
い
て
、
両
方
の
国
で
二
重

に
損
金
算
入
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
国
の

税
制
で
は
法
人
と
し
て
法
人
課
税
を
受
け
る
が
、
他

の
国
の
税
制
で
は
支
店
あ
る
い
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

と
し
て
法
人
課
税
で
な
く
構
成
員
課
税（
パ
ス
ス
ル
ー

課
税
）を
受
け
る
事
業
体
、
い
わ
ゆ
る
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

事
業
体
」
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
課
税

当
局
に
と
っ
て
は
、
ど
の
国
も
課
税
し
な
い
、
い
わ
ゆ

る
「
課
税
の
空

白
」
が
生
ず
る

の
で
困
っ
た
こ

と
で
あ
る
が
、

企
業
に
と
っ
て
は
「
一
粒
で
二
度
お
い
し
い
」の
で
あ
り

が
た
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
そ
の
類
型
を
二

つ
紹
介
し
た
い
。

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
事
業
体
を
利
用
し
た

支
配
利
息
の
二
重
損
金
算
入
（
下
図
）

A
国
法
人
X
が
、
B
国
に
事
業
体
Y
を
設
立
す
る
。

Y
は
、
B
国
の
税
法
上
は
B
国
法
人
と
し
て
法
人
課

税
を
受
け
る
が
、
A
国
の
税
法
上
は
X
の
支
店
と
し

て
扱
わ
れ
る
よ
う
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
事
業
体
と
し
て

設
立
す
る（
た
と
え
ば
、
A
国
が
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、

株
式
会
社
と
し
て
の
取
扱
い
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い

海
外
の
事
業
体
に
つ
い
て
は
、
チ
ェ
ッ
ク
・
ザ
・
ボ
ッ
ク

ス
・
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ル
に
よ
り
、
Y
が
構
成

員
課
税
（
パ
ス
ス
ル
ー
課
税
）
―
こ
の
場
合
は
支
店
と

し
て
の
課
税
―
を
受
け
る
こ
と
を
選
択
で
き
る
。
日

本
の
合
同
会
社
や
特
例
有
限
会
社
は
、
ア
メ
リ
カ
税

法
上
は
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
事
業
体
と
さ
れ

て
い
る
）。

A
国
法
人
X
が
、
A
国
の
銀
行
か
ら
貸
付
け
を
受

け
、
同
額
を
B
国
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
事
業
体
Y
に
貸

付
け
を
行
う
と
、
事
業
体
Y
は
B
国
で
は
法
人
課
税

を
受
け
る
の
で
、
X
に
対
す
る
支
払
利
子
を
法
人
所
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得
計
算
上
損
金
に
算
入
で
き
る
。
他
方
で
、
事
業
体

Y
は
A
国
税
法
上
は
X
の
支
店
と
さ
れ
る
の
で
、
X

が
受
け
取
っ
た
利
子
は
同
一
企
業
内
の
内
部
利
子
と

さ
れ
、
X
の
課
税
上
益
金
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
。

X
は
銀
行
か
ら
の
借
入
金
の
利
子
を
損
金
算
入
す
る

だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ル
ー

プ
と
し
て
み
る
と
、
一
つ
の
借
金
の
利
子
に
つ
い
て
、

X
と
Y
の
両
方
で
二
重
に
損
金
算
入
で
き
る
こ
と
に

な
る
。

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
事
業
体
と
受
取
配
当
益
金

不
算
入
を
利
用
し
て
二
重
控
除
し
た
例（
左
上
図
）

カ
ナ
ダ
の
親
会
社
が
銀
行
か
ら
借
金
し
て
、
ア
メ
リ

カ
の
子
会
社
に
貸
付
け
を
行
う
に
際
し
、
直
接
ア
メ

リ
カ
子
会
社
に
貸
し
付
け
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
別
途
設
立

し
た
L
L
C（L

im
ited

L
iability

C
om
pany

）に
出

資
し
た
う
え
、
L
L
C
が
ア
メ
リ
カ
の
子
会
社
に
同
額

を
貸
し
付
け
る
形
を
と
る
。
ア
メ
リ
カ
の
L
L
C
は
、

ア
メ
リ
カ
税
法
上
は
、
チ
ェ
ッ
ク
・
ザ
・
ボ
ッ
ク
ス
・
レ
ギ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ル
に
よ
り
、
構
成
員
課
税
（
パ
ス

ス
ル
ー
課
税
）を
受
け
る
か
法
人
課
税
を
受
け
る
か
の

選
択
が
で
き
る
の
で
、
構
成
員
課
税
（
パ
ス
ス
ル
ー
課

税
）
―
こ
の
場
合
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
し
て
の
課

税
―
を
選
択
す
る
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
の
L
L
C
は
、

カ
ナ
ダ
税
法
上
は
、
法
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
の
課
税
上
、
ア
メ
リ
カ
子
会
社
が
L
L

C
に
払
っ
た
利
子
は
、
ア
メ
リ
カ
子
会
社
の
法
人
所
得

計
算
上
損
金
に
算
入
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
利

子
を
受
け
取
っ
た
L
L
C
は
構
成
員
課
税
（
パ
ス
ス
ル

ー
課
税
）を
選
択
し
て
い
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
L
L

C
に
は
課
税
さ
れ
ず
、
利
子
は
カ
ナ
ダ
の
親
会
社
に

直
接
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
利
子
が
カ

ナ
ダ
に
送
金
さ
れ
る
際
の
源
泉
徴
収
に
は
、
米
国
―

カ
ナ
ダ
租
税
条
約
に
よ
り
軽
減
税
率
が
適
用
に
な

る
。他

方
、
カ
ナ
ダ
で
の
課
税
上
は
、
ア
メ
リ
カ
の
L
L

C
が
カ
ナ
ダ
親
会
社
に
支
払
っ
た
も
の
は
配
当
と
さ

れ
、
全
額
が
受
取
配
当
益
金
不
算
入
の
対
象
と
な
り
、

課
税
さ
れ
な
い
。
結
局
、
カ
ナ
ダ
の
親
会
社
も
銀
行
か

ら
の
借
金
の
利
子
を
損
金
算
入
す
る
だ
け
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
グ
ル
ー
プ
と
し
て
み
る
と
、
一
つ
の
支
払

利
子
に
つ
い
て
、
軽
減
税
率
の
源
泉
徴
収
を
受
け
る
だ

け
で
、
二
重
に
控
除
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
一
九
九
七
年
、

内
国
歳
入
法
を
改
正
し
て
、
軽
減
税
率
の
適
用
を
認

め
な
い
こ
と
に
変
更
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
事
業
体
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
取
得
し
た
投
資
所

得
に
つ
い
て
は
、
条
約
相
手
国
に
お
い
て
当
該
所
得
が

相
手
国
の
企
業
の
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
な
い
場
合

に
は
、
条
約
上
の
軽
減
税
率
の
対
象
と
し
な
い
こ
と

に
変
更
し
た
の
で
あ
る
。

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
リ
ー
ス
取
引

を
用
い
た
減
価
償
却
費
の
二
重
控
除

わ
が
国
で
は
、
リ
ー
ス
取
引（
所
有
権
移
転
外
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
）の
大
部
分
は
賃
貸
借
と
し

て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
、
貸
し
手（
レ
ッ
サ
ー
）が
減
価

償
却
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
メ

リ
カ
や
旧
イ
ギ
リ
ス
領
国
で
は
リ
ー
ス
取
引
は
、
割

賦
販
売
契
約（
延
払
い
売
買
）と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て

い
る
の
で
、
日
本
流
に
言
え
ば
借
り
手（
レ
ッ
シ
ー
）が

減
価
償
却
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の

リ
ー
ス
会
社
が
ア
メ
リ
カ
企
業
に
リ
ー
ス
す
る
と
、
両

方
で
減
価
償
却
で
き
る
、
ダ
ブ
ル
・
デ
ィ
ッ
プ
に
な
っ
て

い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
も
ア
メ
リ
カ
等
と
同
様
に

延
払
い
売
買
と
し
て
扱
う
よ
う
に
平
成
一
九
年
度
に

改
正
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
ダ
ブ
ル
・
デ
ィ
ッ
プ
は
、

も
う
使
え
な
く
な
る
。
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